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「普通の市民」による選挙制度改革
　ブリティッシュ・コロンビア州（以下「BC州」、
人口約430万人）選挙制度改革市民議会のユニー
クさは、討議デモクラシーと直接民主主義とい
う２つの手法を併用したハイブリッド構造にあ
る。すなわち、無作為抽出手法をベースに選ば
れた「普通の市民」が、まず市民議会というミニ・
パブリックスにつどって討議し、その結論があ
らためて州民投票にかけられるという段階的複
合構造となっている点がきわめて特徴的であ
る。斬新な制度設計もあってか、市民議会を用
いた選挙制度改革という試みは、その後もカナ
ダのみならず世界各国から注目を集めている。
　「政治家が従わなければならないルールを市
民がつくる」。市民議会の設置に尽力したゴー
ドン・キャンベル州首相はこのように述べ、職
業政治家や既成政党ではなく、あくまでも「普
通の市民」が主人公となることの意義を繰り返
し強調していた。
　では具体的に「普通の市民」はどのようにルー
ルづくりを成し遂げようとしたのか。本稿では
歴史的経緯を振り返りつつ、この試みについて
紹介することとしたい。
市民議会にいたる歴史的背景

　市民議会設置の直接的な原因は、1996年に行
われた州議会議員選挙にさかのぼる。この選挙
では終始、与党新民主党の劣勢が伝えられてお
り、実際政党別得票数も、野党自由党が３万
7,000票あまり上回った。ところが獲得議席数で
は逆に自由党が６議席下回る結果となり、結局
新民主党政権が継続することになった。この結
果は「間違い選挙」と呼ばれ、現行の小選挙区
制への疑問が自由党関係者のみならず、ひろく
州民からも呈されることになった。
　その後、自由党は次期州議会議員選挙に向け
ての公約に、選挙制度改革に関する市民議会を

設置することを掲げ、そのメンバーは陪審員選
出手法に準じた方法によって選出されること、
そこで得られた結論は州民投票にかけて確定さ
れることなどを盛り込んだ。そして捲土重来を
期して臨んだ2001年州議会議員選挙において、
自由党は全79議席中77議席を得て圧勝し、市
民議会の設置が現実のものとなった。
メンバーの選出

　市民議会のメンバーは、州議会の全79選挙区
から男女１人ずつ、総勢158人が選ばれることと
なった。州選挙管理委員会が保有する有権者名
簿からまず選挙区ごとに男女100人ずつの計200
人、州全体では１万5,800人がコンピュータによ
る無作為抽出手法によって選出され、それぞれに
市民議会参加の意思を問う手紙が送付された。
　名簿の不備や返信率の低さから、最終的には
合計２万6,500人に３次にわたって手紙が送ら
れ、選挙区ごとのタウンミーティングを経て、
合計158人が選任された。またBC州の政治的
事情から、あらたに先住民出身者が男女１人ず
つ加えられ、メンバーは総勢160人となった。
　これらのメンバーとは別に、投票権を持たな
いモデレーター役の議長がすでに選任されてお
り、議長によって学識経験者を含む事務局の陣
容も整えられていた。
　なお、メンバー選出にあたっては、政治に直
接かかわったことのある人々はメンバーに適さ
ないとしてあらかじめ排除されていた。これは
職業政治家や既成政党への不信、BC州の政治
文化とされる反政治エリート・ポピュリズムを
反映したものであるとされ、その結果、やや理
念先行と思えるほどに、「普通の市民」による
選挙制度改革が追求されることとなった。
市民議会の活動

　市民議会のプロセスは大きく３段階に分かれ
る。メンバー選出プロセス（03年８～ 12月）に
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続いて、①学習プロセス（04年１～３月）、②公
聴会プロセス（５～６月）、③討議プロセス（９
～ 12月）が行われ、その結果は翌年05年５月に
行われる予定の州議会議員選挙にあわせて、州
民投票にかけられることとなっていた。州民投
票の可決条件は、（a）投票総数の60％以上の賛
成票と（b）全79選挙区のうち60％以上の選挙区

（48選挙区以上）で賛成票が過半数を超えるこ
との２つが必要とされた（「スーパー・マジョ
リティ」条件）。
　学習プロセスと討議プロセスは、全体講義・
討論と少人数討論を織り交ぜたゼミ形式で行わ
れ、双方のプロセスともに、隔週週末の土日を
利用してそれぞれ合計６回行われた。事務局は、
学識経験者らが中心となって学習・討論につい
ての詳細なプログラムを開発しており、それに
沿って学習と討論が進んだ。特に学習プロセス
は、「比較選挙制度分析」総論とでも名づけた
くなるような、まるで大学院セミナーのような
構成だった。
　キャンベル州首相をはじめとする州政府首脳
は市民議会の運営にさいして、特に「公聴会で
の聴取や意見書の受付けを通じて、州民と十分
な対話を行うこと」を求めていた。そのため公
聴会プロセスの活動が重視され、公聴会が州内
50カ所で２カ月にわたって開催された。
　公聴会は、メンバーが中心となって運営され、
平日夜か週末に平均して３時間程度開催され
た。プレゼンテーション時間は１人につき原則
10分で、その後10分の質疑応答がなされた。公
聴会は一般に公開されたが、それだけではなく
傍聴していた人々も質疑に参加するとともに、
飛び入りでプレゼンテーションを行うこともで
きた。市民が意見表明する手段として公聴会以
外にもうひとつ、市民議会に対して意見書を提
出することもでき、締め切りまでに1,669通が提
出された。
　なお、徹底した情報公開は市民議会の大きな
特徴であり、メンバーが自由に討論することが
できるオンラインチャットシステムでの議論以
外の情報は、市民議会全体会合の動画、学習プ
ロセスで使われた教材、公聴会の要旨、意見書
などすべてホームページ上で公開された。

　最終段階である討議プロセスは、事務局が用
意した行程表に従って進められた。あらたな選
挙制度案として「MMP（小選挙区比例代表連
用制）」と「STV（単記移譲式投票）」の二つが
検討されることになり、討議を経て、最後に多
数決によって後者が採択された。
ポスト市民議会のカナダ・デモクラシー

　市民議会閉幕から半年後、05年5月に行われ
た州民投票では、州内全79選挙区のうち77で
賛成票が過半数を超えたものの、州全体での賛
成票の割合が57.69％にとどまり、わずかな差で
否決された。これについては、市民議会閉幕後、
州民投票まで時間があきすぎたため州民の関心
を維持できなかったとの批判や、提示された選
挙制度の仕組みが州民にとってややわかりにく
い印象を与えたのではないかという議論など、
さまざまな角度から検証がなされている。
　カナダではほぼ時を同じくして、オンタリオ
州（人口約1270万人）、プリンス・エドワード島州

（人口約14万人）、ニューブランズウィック州（人
口約75万人）において選挙制度改革が試みられ
たが、その際BC州の経験は、これらの改革に影
響を与えることとなった。特にオンタリオ州の
場合は、BC州と同じく州民投票で否決されてし
まったものの、BC州で使われた市民議会方式に
よる改革案作りが行われたことが特徴的であ
る。ちなみに同州市民議会では討議の結果MMP
が採択されており、それぞれで異なる結論に至っ
た経緯を考察することも、討議デモクラシーの
仕組みを考える上で示唆に富むだろう。
　BC州市民議会の試みは、具体的な成果とい
う意味では失敗に終わった。しかしこの試みそ
のものの評価は、その影響力や、カナダ政治の
その後の質的な変化をも踏まえた上でなされる
必要があるというのが、現時点での筆者の考え
である。
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